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（A）

応募年齢
特例分科会

（B）

北海道第1 10 　 神奈川第1 11 和歌山 和歌山 19
北海道第2 8 　　 神奈川第2 10 鳥取 鳥取 9
北海道第3 10 　　 神奈川第3 14 島根 島根 12
北海道第4 11 　　 神奈川第4 12 岡山第1 14
北海道第5 10 　　 神奈川第5 10 岡山第2 15
北海道第6 6 　　 神奈川第6 12 広島第1 20
北海道第7 8 　　 神奈川第7 12 広島第2 17
北海道第8 11 　　 神奈川第8 11 広島第3 18

青森 青森 14 　　 神奈川第9 11 山口第1 12
岩手 岩手 19 　　 神奈川第10 15 山口第2 7

宮城第1 10 　　 神奈川第11 17 徳島 徳島 16
宮城第2 10 　　 神奈川第12 13 香川 香川 16
宮城第3 9 　　 新潟第1 20 愛媛第1 17
宮城第4 10 　　 新潟第2 18 愛媛第2 10

秋田 秋田 14 　　 富山 富山 15 高知 高知 15
山形 山形 14 　　 石川 石川 21 福岡第1 13

福島第1 9 　　 福井 福井 11 福岡第2 14
福島第2 13 　　 山梨 山梨 16 福岡第3 14
福島第3 7 　　 長野第1 15 福岡第4 14
茨城第1 9 　　 長野第2 13 福岡第5 13
茨城第2 9 　　 岐阜第1 9 福岡第6 13
茨城第3 11 　　 岐阜第2 14 福岡第7 12
茨城第4 16 　　 岐阜第3 11 佐賀 佐賀 14
栃木第1 14 　　 静岡第1 12 長崎 長崎 22
栃木第2 11 　　 静岡第2 12 熊本第1 11
栃木第3 13 　　 静岡第3 15 熊本第2 11
群馬第1 11 　　 静岡第4 16 大分 大分 23
群馬第2 10 　　 愛知第1 15 宮崎 宮崎 20
群馬第3 11 　　 愛知第2 14 鹿児島第1 10
埼玉第1 12 愛知第3 14 鹿児島第2 11
埼玉第2 15 愛知第4 13 沖縄 沖縄 23
埼玉第3 13 愛知第5 17 2,309
埼玉第4 14 愛知第6 17
埼玉第5 12 愛知第7 16 ※東京島しょ分科会については併任により委嘱

埼玉第6 11 愛知第8 16
埼玉第7 16 愛知第9 11
埼玉第8 11 愛知第10 15
埼玉第9 10 愛知第11 15
千葉第1 10 三重第1 13
千葉第2 12 三重第2 11
千葉第3 20 三重第3 10
千葉第4 13 滋賀第1 15
千葉第5 15 滋賀第2 14
千葉第6 13 京都第1 17
千葉第7 10 京都第2 18
千葉第8 12 京都第3 18
千葉第9 11 京都第4 11
区部第1 16 ★ 大阪第1 16
区部第2 20 ★ 大阪第2 19
区部第3 19 ★ 大阪第3 18
区部第4 15 ★ 大阪第4 15
区部第5 21 ★ 大阪第5 15
区部第6 21 ★ 大阪第6 14
区部第7 17 ★ 大阪第7 12
区部第8 18 ★ 大阪第8 17
区部第9 22 ★ 大阪第9 17
区部第10 17 ★ 大阪第10 18
区部第11 18 ★ 大阪第11 17
区部第12 19 ★ 兵庫第1 13
 多摩第1 21 兵庫第2 19
多摩第2 20 兵庫第3 18
多摩第3 15 兵庫第4 19
多摩第4 16 兵庫第5 14
多摩第5 17 兵庫第6 20
多摩第6 12 奈良第1 13
多摩第7 18 奈良第2 14

○地価公示調査組織規程 第２  １ （１）に基づく、都道府県ごとの想定評価員数は以下のとおりとする。

想定評価員数は目安であり、分科会の状況等に応じて委嘱者数が増減する場合がある。

B欄の★印が付いた応募年齢特例分科会は、標準地数に対して評価員数が多い又は一定数の新規応募が見込ま
れる分科会であるため、新規応募の場合は65歳以上、継続応募の場合は70歳以上の者は応募不可とする。
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